
                                

 

ロゴマークの活用に関するＱ＆Ａ 
 

 

Ｑ１ 農業女子プロジェクトロゴマーク（以下、ロゴマーク）は誰でも使えますか。 

 

Ａ 農業女子メンバー、参加企業及びサポーターズであれば使用することができます。

また、使用する際は「「農業女子プロジェクト」ロゴマーク利用に関する規定」及

び「ロゴマニュアル」に従って使用してください。 

 

 

Ｑ２ ロゴマークは、どのような使い方ができますか。 

 

Ａ 農産物及び加工品等商品の包装資材（箱、パック、フィルム、等）やパッケージ、

その農林水産物の告知や販売・広告活動（名刺、シール、ポスター、ちらし、POP

等）に使用できます。また、展示会や、即売会などのイベントの際にもご使用くだ

さい。 

   なお、それら作成に係る費用はすべて自己負担とします。 

 

 

Ｑ３ どのような活用方法がありますか。 

 

 Ａ メンバーにおいては、自身の農産物や加工品などのパッケージへの使用や、自身

の参加するイベント等で活用できます。 

サポーターズにおいては、自身のホームページやブログ、名刺などにおいて、使

用し、プロジェクトの応援やＰＲをしていただきたいと考えております。 

なお、その他の使用に関して不明な点等ある場合は、事務局にご相談ください。 

 

 

Ｑ４ 農業女子メンバーが関係する流通事業者等（第３者）は、ロゴマークを使用でき

ますか。 

 

 Ａ 流通事業者等がサポーターズに登録されている場合には使用できます。登録され

ていない場合には販売、宣伝目的等でのロゴマークの使用はできませんので、登録

のうえ、ご使用をお願いします。 
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Ｑ５ ロゴマークを使って、プロジェクトと関係のない販売目的として作った商品（例

えばロゴマークのステッカーや、ロゴマーク入りのカバンなど）を製造・販売する

ことはできますか。 

 

 Ａ プロジェクトに関係のない商品の製造・販売はできません。 

 

 

Ｑ６ 新聞やテレビ等の報道機関は、ロゴマークを使うことはできますか。 

 

Ａ 報道及び広報の目的であれば使用することができます。また、使用する際は「「農

業女子プロジェクト」ロゴマーク利用に関する規定」及び「ロゴマニュアル」に従

って使用してください。 

 

 

Ｑ７ ロゴマークを使用するために、画像データを入手したいのですが。 

 

Ａ 農業女子メンバー、企業及びサポーターズにおいては、ロゴマークの画像データ

を提供します。広く発信するために積極的なご使用をお願いします。 

 

 

 


